
 

 

 

 

第 162 回定時株主総会招集ご通知 

交付書面への記載を省略した事項 

 

 

 

事業報告 

・業務の適正を確保するための体制 

・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

・株式会社の支配に関する基本方針 

 

連結計算書類 

・連結株主資本等変動計算書 

・連結注記表 

 

計算書類 

・株主資本等変動計算書 

・個別注記表 
 

 

 

 

 

 

 

 
上記事項につきましては、法令及び当社定款第 16条の規定に基づ

き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には

記載しておりません。 

 



業務の適正を確保するための体制 
     

１ 当社の取締役及び使用人等の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

（１）「名鉄グループ企業倫理基本方針」を制定し、会長、社長は、その精神を継続して役職員に浸透させ、企

業活動の基本となる法令・定款の遵守を徹底する。 

（２）社長を委員長とする企業倫理委員会を設置し、企業倫理担当役員を任命する。企業倫理委員会は、コンプ

ライアンスに関する全社的な取り組みを横断的に統括するとともに、各業務部門にコンプライアンス責任者を

配置してコンプライアンス上のリスクを調査・分析し、適切な措置を講じるほか、万一コンプライアンス違反

が生じたときは、再発防止策等の必要な対応を行う。 

（３）「名鉄グループ企業倫理基本方針」に基づく行動指針として「企業倫理行動マニュアル」を制定するとと

もに、役職員等が内部通報できる企業倫理ヘルプライン（以下「ヘルプライン」という。）を企業倫理担当部

署及び弁護士事務所に設置する。 

（４）企業倫理担当部署は、コンプライアンスに関する役職員研修等を実施するほか、ヘルプラインの通報内容

を調査し、コンプライアンス上の問題点を発見した場合は、企業倫理委員会に報告する。 

（５）内部監査部署は、各部署の法令遵守に関する内部監査を行い、その結果を関係する取締役及び監査役に報

告する。 

（６）財務報告の信頼性を確保するため、「名鉄グループ 財務報告に係る内部統制の整備、運用規則」を制定し、

適切に整備・運用する体制を確立する。 

（７）社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対しては、厳正に対処する。 

  

２ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

（１）次に定めるもののほか、取締役の業務執行に関する事柄を記載した文書または記録された電磁的媒体を法

令及び当社規則に定められた年限まで保存する。 

ア 株主総会議事録 

イ 取締役会議事録 

ウ 取締役を最終決裁者とする決裁書または契約書 

エ 計算書類、会計帳簿等 

オ その他、当社規則等に定める文書 

（２）取締役または監査役が前号の文書等の閲覧を求めたときは、常時閲覧できる。 

  

３ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）「名鉄グループリスク管理基本方針」を制定し、事業を取り巻くさまざまなリスクを的確に管理していく

ことを経営の最重要課題の一つとして位置付ける。 

（２）「名鉄グループリスク管理基本方針」に基づいてリスク管理に関する基本的事項を定め、事業を取り巻く

さまざまなリスクに対する的確な管理・実践が可能となることを目的として「名鉄グループリスク管理運用規

則」を制定する。 

（３）社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスク管理担当役員を任命する。また、各業務部門にリ

スク管理推進責任者を配置する。 

（４）リスク管理推進責任者は、所管する業務・事業に関わるリスク管理を的確に行い、可能な限り、損失発生

の未然防止、軽減措置を講ずるとともに、緊急事態発生時においては主体的に対応する。 

（５）重大な危機が発生したときは、対策本部を設置して適切かつ迅速な対応を行い、被害の拡大を防止し、こ

れを最小限に止める措置を講じる。 
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４ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）当社は、経営環境の変化等に適切かつ迅速に対応できる体制を構築するため、執行役員制度を採用し、業

務執行機能の充実・強化を図る。 

（２）取締役会は、すべての役職員が共有して目標とする「名鉄グループ経営ビジョン」を定め、この浸透を図

るとともに、同ビジョンに基づく中期経営計画を策定する。また、取締役会は、毎期、この計画に基づく部門

別実施計画と予算を策定するが、特に設備投資、新規事業等に関する予算については、中期経営計画への貢献

度を基準に優先順位を決定する。 

（３）取締役会は、各業務部門を所管する取締役及び執行役員の業務内容と職務権限を定める。また、各業務部

門を所管する取締役及び執行役員は、中期経営計画における所管部門の目標及び具体的施策を定め、その実現

を図る。 

（４）代表取締役は、取締役及び執行役員に迅速かつ定期的に業績結果を報告させて検証し、計画が達成できな

いときは、速やかにその要因の分析及び除去・改善策を検討させるとともに、その対応に必要な措置を講じる。 

（５）時宜に応じた組織の見直し、業務の簡素化及びＩＴの適切な活用を行い、経営の効率化を推進する。 

   

５ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１）当社の取締役会は、グループに関する基本方針・重要事項を決定する。 

（２）当社のグループ統制関係部署は、「職務分掌」に基づき、それぞれの主管分野について、グループ各社に

係る政策の立案及び統制を行う。 

（３）当社は、「名鉄グループ企業倫理基本方針」に基づき、グループ各社の役職員のコンプライアンス意識の

定着を図るほか、グループ各社にコンプライアンス責任者を配置するとともに、ヘルプラインを設置するなど、

業務の適正を確保するための体制を確立する。 

（４）当社は、「名鉄グループリスク管理基本方針」及び「名鉄グループリスク管理運用規則」に基づき、グル

ープ各社にリスク管理推進責任者を配置するなど、グループ事業を取り巻くさまざまなリスクに対する的確な

管理・実践を行うための体制を確立する。 

（５）当社は、「名鉄グループ関連会社監理規則」に基づき、グループ各社に経営上の重要事項について事前に

当社と協議し、または速やかに当社に報告することを求める。 

（６）当社は、「名鉄グループ 財務報告に係る内部統制の整備、運用規則」に基づき、グループ各社の財務報告

に係る内部統制を適切に整備・運用するための体制を確立する。 

（７）当社の内部監査担当部署は、グループ各社の内部管理体制の監査結果を、関係する取締役及び監査役に報

告する。 

 

６ 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項及び

その使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（１）監査役室を設置し、監査役の職務を補助する専属の使用人（以下「監査役スタッフ」という。）を複数名

配置し、監査役の監査を補助させる。 

（２）監査役スタッフは、取締役その他業務執行に係る管理職等の指揮命令を受けない。 

（３）監査役は、監査役スタッフの人事異動を事前に人事担当取締役から報告を受けるほか、必要ある場合は理

由を付してその変更を人事担当取締役に申し入れることができる。また、監査役は、監査役スタッフの人事考

課を行う。そのほか、監査役スタッフを懲戒に処する場合には、会社は、あらかじめ監査役にその旨を説明し、

意見を求める。 
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７ 当社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための

体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

（１）当社の取締役及び執行役員並びにグループ各社の取締役及び監査役は、監査役に次に定める事項を報告す

る。 

ア 重大な法令・定款違反となる事項 

イ 当社またはグループ各社に著しい損害を与えるおそれのある事項 

ウ 経営状況として重要な事項 

エ 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 

オ その他、コンプライアンス上重要な事項 

（２）当社及びグループ各社の使用人は、上記ア、イ、オに関する重大な事実を発見した場合、前号の規定に係

らず監査役に直接報告することができる。 

（３）当社及びグループ各社の役職員は、監査役に前２号の報告をしたこと、または内部通報したことを理由と

して、いかなる不利益な取扱いも受けない。 

  

８ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる

費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

（１）監査役は、必要に応じ、公認会計士及び弁護士等の外部の専門家に相談をすることができ、その費用は当

社が負担する。 

（２）前号のほか、監査役の職務の執行について臨時的に生じた必要な費用は、当社が負担する。 

 

９ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役は、社内の主要な会議に出席することができる。また、監査役と当社の代表取締役との間に定期的な

意見交換会を設置する。 
   
 

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
 

１ コンプライアンスに関する取り組み 

当社は、「企業倫理委員会規則」に基づき、社長を委員長とする企業倫理委員会を設置し、当事業年度にお

いては４回開催しました。当該委員会は、企業倫理に関する方針や施策の決定、企業倫理ヘルプラインに寄せ

られた事案の対応状況等を報告・審議し、取締役会に適宜報告しています。また、企業倫理行動マニュアル、

コンプライアンスカードの整備や外部講師による経営幹部向けの講演会、企業倫理担当部署による各階層別の

研修を通して、コンプライアンス意識の浸透と定着を図るための取り組みを継続的に行っております。 

  

２ リスクマネジメントの実践 

当社は、「名鉄グループリスク管理運用規則」及び「リスク管理委員会規則」に基づき、社長を委員長とす

るリスク管理委員会を設置し、当事業年度においては２回開催しました。当該委員会は、グループ全体のリス

ク管理の進捗状況を把握するとともに、その対応策について審議し、取締役会に適宜報告しています。また、

「名鉄グループリスク管理運用規則」に基づき、災害時初動対応訓練など、大規模災害を想定した組織横断的

な訓練を実施したほか、2025年度には３年に一度となるリスクの棚卸し調査を行い、事業を取り巻くさまざま

なリスクの把握と適切な管理に努めております。 

  

３ 取締役の職務執行の効率性の確保 

当社の取締役会は、「取締役会規則」に基づき、原則月１回、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、当

事業年度においては計15回開催しました。取締役会では、名鉄グループ中期経営計画に基づく部門別実施計画

と予算を策定するほか、これを遂行するための取締役及び執行役員の業務分担と職務権限を決定し、効率的な

職務の執行を図っています。 
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４ グループ経営管理の推進 

当社は、「名鉄グループ関連会社監理規則」に基づき、グループ各社から事業計画などの重要事項に係る事

前協議や決算概況及び業務執行状況に係る報告を受けています。また、内部監査担当部署がグループ各社に対

して業務監査を適宜実施し、業務活動の適正化を図っています。さらに、会計・税務・法務などの多岐にわた

る重要な経営テーマについて、グループ各社の財務・総務の実務担当者に対して、情報共有や実務対応への指

導を行っております。 

  

５ 監査役監査の実効性の確保 

当社は、監査役の監査の実効性を確保するための体制を整備しており、監査役は、監査計画に基づき、監査

役会を定期的に開催し、当事業年度においては８回開催しました。また、取締役会、企業倫理委員会、リスク

管理委員会、その他の重要な会議への出席を通して、取締役の職務の執行状況及び経営状況を把握するととも

に、内部監査担当部署及び会計監査人から適宜報告を受けています。さらに、名鉄グループ監査役連絡会を開

催し、監査業務に係る活動報告や各種勉強会を通して、グループ各社の常勤監査役等との意見交換や情報共有

を行っております。 

 

 

株式会社の支配に関する基本方針 
   

当社グループは、交通事業を中心とする各事業を通して、長年にわたり地域の生活基盤の一端を担ってまい

りました。 

また、これらの事業活動を通して得られたお客様との信頼関係をさらに発展させるべく、企業が存続する限

り永く生き続ける内外へのメッセージとして、当社グループの使命を「地域価値の向上に努め、永く社会に貢

献する」と定めております。この使命のもと、当社グループが提供したい価値・変革の方向性を示す経営ビジ

ョンを「私たちは、信頼の源泉となる「安全」を基盤として、「驚き」から「感動」、そして「憧れ」につな

がる名鉄グループならではの価値を提供し続けます」としております。 

当社では、上記の使命及び経営ビジョンの実現に向けた諸施策を着実に実施することが、当社グループの企

業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えておりますが、これを実現するためには、グ

ループ各社が長期的視点に立って安定的な経営を維持し、かつ、一体となって相乗効果を発揮していくことが

必要不可欠であります。 

以上の観点から、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社グループの使命及び経

営ビジョンをふまえ、グループ全体の企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保・向上していくことに

十分な理解を有することが必要であると考えております。 

   

株式の大量買付けに関しましては、それが会社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益に資するものであ

れば、一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付け提案についての判断

は、最終的には個々の株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えております。 

しかしながら、株式の大量買付けの中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するもの、株主の皆様や

当社取締役会が株式の大量買付けの条件等について検討し、意見を形成するための十分な時間や情報を提供し

ないものの存在も想定されます。また、短期の利益を優先し、当社グループの保有資産を切り売りするなど、

当社グループの経営基盤を破壊するもの、当社の公益事業者としての役割や鉄道事業の安全の確保に悪影響を

及ぼすものなどの存在も否定できません。 

当社では、いわゆる「買収防衛策」を現時点で定めてはおりませんが、株主の皆様から負託を受けた経営者

の責務として、このような当社の企業価値を毀損し、ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす

おそれのある株式の大量買付けに対しましては、法令・定款に照らし適切な措置を講じてまいります。 
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百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

101,158 33,646 - 33,646 2,807 76,403 79,211 △ 1,098 212,918

剰 余 金 の 配 当 △ 7,549 △ 7,549 △ 7,549

当 期 純 利 益 31,607 31,607 31,607

自 己 株 式 の 取 得 △ 11 △ 11

自 己 株 式 の 処 分 △ 11 △ 11 115 104

土地再評価差額金の取崩 33 33 33

そ の 他 資 本 剰 余 金 の
負 の 残 高 の 振 替

11 11 △ 11 △ 11 -

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

-

- - - - - 24,080 24,080 104 24,185

101,158 33,646 - 33,646 2,807 100,484 103,292 △ 993 237,103

百万円 百万円 百万円 百万円

20,324 82,689 103,014 315,932

剰 余 金 の 配 当 △ 7,549

当 期 純 利 益 31,607

自 己 株 式 の 取 得 △ 11

自 己 株 式 の 処 分 104

土地再評価差額金の取崩 33

そ の 他 資 本 剰 余 金 の
負 の 残 高 の 振 替

-

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

7,843 △ 33 7,809 7,809

7,843 △ 33 7,809 31,994

28,167 82,655 110,823 347,927

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

評  価  ・  換  算  差  額  等

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 末 残 高

その他資本
剰 余 金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益
剰 余 金

当 期 首 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

利益剰余金
合 計繰 越 利 益

剰 余 金

株  主  資  本  等  変  動  計  算  書

２０２５年４月１日から２０２６年３月３１日まで

株　　　　主　　　　　資　　　　　本

資 本 金

資    本    剰    余    金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

資本準備金
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個 別 注 記 表 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

（１）棚卸資産 

貯 蔵 品   総平均法による原価法 

（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） 

 

（２）有価証券 

満期保有目的の債券   原価法 

子会社株式及び関連会社株式   移動平均法による原価法 

そ の 他 有 価 証 券 

市場価格がない株式等以外のもの 時価法  

 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、 

 売却原価は移動平均法により算定） 

市場価格がない株式等 移動平均法による原価法 

 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

（１） 有形固定資産（リース資産を除く） 

鉄軌道事業の車両については定率法、その他については定額法によっております。ただし、鉄軌

道事業の構築物のうち取替資産については取替法によっております。 

 

（２） 無形固定資産 

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっております。 

 

（３） リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

 

３ 工事負担金等の会計処理 

鉄軌道事業における高架化工事等を行うにあたり、地方公共団体等より工事費の一部として工事負担

金等を受けており、これらの工事負担金等は、工事完成時に当該工事負担金等相当額を取得した固定資

産の取得原価から直接減額して計上しております。 

なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額を特別利益に計上するとともに、固定資産の取得

原価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。 

 

 

４ 繰延資産の処理方法 

社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 
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５ 引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

（２）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

 

（３）役員賞与引当金 

取締役(社外取締役を除く)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計

上しております。 

 

（４）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 

① 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。 

② 数理計算上の差異の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用

処理しております。 

 

 

（５）整理損失引当金 

今後発生する整理損失に備えるため、損失負担見込相当額を計上しております。 

 

（６）債務保証損失引当金 

債務保証等による損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込相当額を計

上しております。 

 

 

６ 収益及び費用の計上基準 

鉄軌道事業収益 

主に鉄道による旅客輸送サービスから得られる収益であり、当社は運送約款等に基づき、顧客に対

して鉄道輸送サービスの提供を行う義務を負っております。当該履行義務は、旅客の鉄道輸送役務の

完了をもって充足されます。取引の対価は、通常、履行義務が充足された時点または履行義務の充足

の前の一定時点に前もって受領しております。定期券は有効期間にわたって履行義務が充足されるた

め、有効開始月から終了月までの期間の経過に伴い収益を認識しております。 

 

 

７ その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

（１）ヘッジ会計の方法 

振当処理の要件を満たす通貨スワップについては振当処理を採用しており、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては特例処理を、それぞれ採用しております。 
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（２）退職給付に係る会計処理 

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の

方法と異なっております。 

 

 

（収益認識に関する注記） 

 収益を理解するための基礎となる情報 

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

 

 

（会計上の見積りの開示に関する注記） 

  会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る

計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

 

固定資産の減損 

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額 

有形固定資産及び無形固定資産                     674,685 百万円 

 

（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

当社は、鉄軌道事業固定資産は単一のグルーピングとして、開発事業固定資産は独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位である賃貸物件ごとに資産のグルーピングを行っており、減損

の兆候が存在する場合には、一定の仮定を設定した将来キャッシュ・フローに基づき、減損の要否

の判定を実施しております。 

これらの見積りは、将来の不確実な経済条件の変動等によって影響を受ける可能性があり、将来

キャッシュ・フローに見直しが必要となった場合、翌期の計算書類に重要な影響を与える可能性が

あります。 

 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 505,502百万円 

 

２ 事業用固定資産  

有形固定資産  523,924百万円 

土地 249,423百万円 

建物 77,103百万円 

構築物  161,526百万円 

車両 22,276百万円 

その他 13,594百万円 

無形固定資産 6,382百万円 
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３ 保証債務 

他の会社の金融機関等からの借入債務などに対し、保証を行っております。  

 

（株）名鉄ホテルホールディングス   6,195百万円 

名鉄ワールドトランスポート（株）ほか6社 4,193百万円 

計 10,388百万円 

 

（注）上記のほか、当社の完全子会社であり、ＩＣカード乗車券発行事業及び電子マネーサービス事業

を営む(株)エムアイシーとの間に、同社が負担する債務について、包括的に保証する契約を締結

しております。 

 

４ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 241,460百万円 

長期金銭債権 634百万円 

短期金銭債務 21,209百万円 

長期金銭債務 1,850百万円 

 

５ 鉄軌道事業固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等の累計額 198,541百万円 

 

６ 土地の再評価 

「土地の再評価に関する法律」（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（2001 年３月 31 日公布法律第 19 号）に基づき事業用土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

 

（１）再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第３号に定める

固定資産税評価額に合理的な調整を行う算出方法を原則とし、一部の土地については同条第４号に

定める算出方法によっております。 

 

（２）再評価を行った年月日 2002 年３月 31 日 

 

 

 

 

（損益計算書に関する注記） 

１ 営業収益  111,935百万円 

 

２ 営業費 95,454百万円 

運送営業費及び売上原価 63,641百万円 

販売費及び一般管理費 7,103百万円 

諸税 6,101百万円 

減価償却費 18,607百万円 
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３ 関係会社との取引高  

営業取引による取引高  

営業収益 10,970百万円 

営業費 13,067百万円 

営業取引以外の取引による取引高 40,272百万円 

 

 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数  

 普通株式  547,187 株  

 

 

 

（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付、減価償却費、賞与引当金関係の否認等であり、繰延税金

負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金等であります。 

 

 

（追加情報） 

当社は、単体納税制度を適用しておりますが、当事業年度中にグループ通算制度の承認申請を行い、翌

事業年度からグループ通算制度を適用することとなりました。 

なお、当事業年度末から、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示について

は、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021

年8月21日）を適用しております。 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

子会社及び関連会社等 

属性 会社等の名称
関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

所有 資金の貸付 百万円 百万円

直接 100.0% 役員の兼任 48,423 238,375

所有 債務保証 百万円 百万円

直接 100.0% 役員の兼任 6,195 6,266
子会社 ㈱名鉄ﾎﾃﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

債務保証
（注２）

債務保証損失引当金
（注３）

議決権等の所有
（被所有）割合

短期貸付金子会社 ㈱名鉄ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ
資金の貸付
（注１）

 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）資金の貸付については、ＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）による取引であり、 

金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。また、取引金額においては純額で表示 

しております。 

（注２）株式会社名鉄ホテルホールディングスの借入につき、債務保証を行ったものであり、保証料は受

領しておりません。当事業年度末において債務保証損失引当金を6,266百万円計上しております。 

（注３）債務保証額12,462百万円のうち、6,266百万円は引当計上しております。 

 

 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１ １株当たり純資産額 1,773円75銭   

２ １株当たり当期純利益 161円15銭   

 

 

貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 
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